
神戸市民生委員定数条例施行規則の制定（案）について（概要） 

 

１．規則制定の趣旨 

 民生委員の定数について、地域の実情を踏まえ迅速な定数設定を可能とするよう、神戸市

民生委員定数条例の一部改正を行い、定数を規則で定めることとしました。これを受けて、

民生委員の定数を定める規則を新たに制定しようとするものです。 

 

２．規則の内容 

 神戸市民生委員定数条例（平成 27年３月条例第 55号）の規定に基づき、規則で定める数

は、2,542人とします。 

 

３ 施行予定日 

令和７年 12月１日（一部改正条例の施行日と同日） 

 

（参考：区別民生委員定数）                        （人） 

区 名 

現 定 数  新 定 数（案） 

区 計 内） 

区 域 担 当 

内） 

主任児童委員 

区 計 内） 

区 域 担 当 

内） 

主任児童委員 

東 灘 ２７２ ２４０ ３２ ２７１ ２３９ ３２ 

灘 ２３７ ２０３ ３４ ２３６ ２０２ ３４ 

中 央 ２４７ ２０９ ３８ ２３２ １９４ ３８ 

兵 庫 ２２３ １９１ ３２ ２１９ １８７ ３２ 

北 ３４７ ２９７ ５０ ３４８ ２９８ ５０ 

長 田 ２８３ ２４５ ３８ ２７２ ２３４ ３８ 

須 磨 ２７１ ２２５ ４６ ２６８ ２２２ ４６ 

垂 水 ３０９ ２７１ ３８ ３０９ ２７１ ３８ 

西 ３８２ ３４０ ４２ ３８７ ３４３ ４４ 

合 計 ２ ， ５ ７ １ ２ ， ２ ２ １ ３５０  ２ ， ５ ４ ２ ２ ， １ ９ ０ ３５２ 


